
上天草市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

（かよいの場への積極的な関与）業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  上天草市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

（かよいの場への積極的な関与）業務 

 

２ 目的 

  地域のかよいの場において、体力測定や後期高齢者への質問票等を活用して対象

者の健康状態を把握し、フレイル予防や骨折予防等の普及啓発活動及び対象者の状

況に応じた健診・医療受診勧奨や介護サービス等の利用勧奨を行うことで、対象者

がフレイルや要介護状態にならず、地域で生活できる期間や健康寿命の延伸、医療

費及び介護給付費の適正化を目指す。 

 

３ 履行場所 

  別紙「かよいの場一覧表」に記載する３９か所及び委託者が指定する場所 

 

４ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年２月２８日まで 

 

５ 業務の内容・方法 

  本事業は、かよいの場への積極的な関与（ポピュレーションアプローチ）を実施

するもので、高齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン第３版（令和６年３月

厚生労働省保健局高齢者医療課）に準じ、対象者の生活習慣病等発症及び重症化予

防、フレイル予防等の健康教育を実施するもので、以下のとおり実施すること。 

（１） 実施圏域 

上天草市内２圏域（大矢野町及び松島町）とする。 

（２） 実施場所及び実施回数 

別紙「かよいの場一覧表」に記載する３９か所を各１回とする。ただし、

各団体の運営状況により、実施できない場合がある。 

（３） 実施時間 

各実施場所１回当たり２時間程度とする。 

（４） 従事者 

従事者は、次に掲げる医療専門職を２人以上確保し、記５（５）実施内容

に記載した業務に従事すること。 

＊医療専門職：保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士 



（５） 実施内容 

項目 内容 実施時間 

健康教育 

・生活習慣病の発症及び重症化予防、フレイル

予防についての講話（健診の受診勧奨を含む

内容）を実施する。 

６０分程度 

健康相談及

び個別指導 

・質問票等を配布し、参加者の回答を得る。参

加者による記載が難しい場合には、聞取り調

査を行う。 

・対象者（参加者）には、血圧や握力測定など

の実施、またフレイル予防に係る健康相談や

個別指導を実施し、必要に応じて健診や医療

の受診勧奨、地域包括支援センター等を紹介

する。 

３０分程度 

    ※日程及び実施場所の調整は、受託者が独自に行うこと。 

 

６ 提出書類 

（１） 実施計画書の提出 

    受託者は、事業を実施する前に実施計画書を作成し、委託者へ提出しなけ

ればならない。 

（２） 月次実施報告書の提出 

各会場で回収した質問票及び相談記録等は、開催会場毎に整理し、月次実

施報告書として業務を実施した月の翌月５日までに委託者へ提出しなければ

ならない。 

 （３） 業務完了報告書の提出 

     契約期間内における記５の業務が完了したときは、以下の各項目を含んだ

活動内容に関する業務完了報告書を作成し、令和９年２月１０日までに委託

者へ提出しなければならない。 

    ア 会場毎の集計表 

    イ アを基にした事業評価 

     業務完了報告書の作成に当たっては、月次実施報告書を参考とし、対象者 

個人の測定結果や質問結果を踏まえた考察や課題、課題解決に向けた効果的

な事業の提案を記載すること。 

 

７ 対象者の基準等 

（１） 対象者 

   ア 原則、上天草市に居住する後期高齢者医療制度加入者とする。 

     ただし、国民健康保険制度加入者が参加を希望した場合、同回に後期高



齢者医療制度加入者が１人以上参加していれば、対象者に認める。 

   イ １回当たりの対象者の人数は１５人程度とするが、地域の実情に応じて、

実際の対象者数から増減する場合がある。 

（２） 参加料 

    対象者の参加料は無料とする。 

（３） 各かよいの場への連絡 

各かよいの場における実施日及び事業内容等については、各かよいの場の

代表者へ事前に連絡を行い、対象者を募っておくこと。 

 

８ 委託料の請求・支払 

（１） 委託料の請求 

    本事業は、業務１回当たりの単価契約とし、受託者は、記６（２）月次実施

報告書を委託者へ提出し、委託者の検査を受けた上で、実績に応じた請求書を

当該月の２０日までに請求することとする。 

（２） 委託料の支払 

委託者は請求書を受理してから、その内容を点検し、適当と認めたときは、 

３０日以内に受託者に当該金額を支払うものとする。 

 

９ 再委託の禁止 

  受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

 

１０ 安全管理体制 

  安全に事業を実施するため、事故発生時の対応を含む安全管理体制マニュアルを

整備し、常に安全管理に配慮し実施すること。 

  なお、非常災害（台風等の風水害や地震、火事等）が発生又は発生のおそれがあ

る場合、あるいは非常災害による交通遮断が発生した場合は、委託者及び受託者の

双方で協議し、事業の延期又は中止等の対応を決定する。協議の結果、事業を延期

又は中止する場合は、委託者と連携し、対象者への周知対応に努めること。 

 

１１ 個人情報及びセキュリティ対策 

（１） 受託者は、上天草市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年上天

草市条例第１６号）その他の個人情報に関する規程を順守しなければならな

い。 

（２） 本業務における個人情報の取扱いに当たって、受託者は、上天草市個人情

報の保護に関する法律等施行規則（令和５年上天草市規則第１号）及び別紙

「個人情報取扱注意事項」の規定により、個人情報保護のために必要な措置

を講じなければならない。 



１２ 損害賠償の責任 

受託者は、本事業の履行に関して、その責めに帰すべき事由により委託者に損

害を与えた場合、委託者が被った損害を賠償しなければならない。 

 

１３ 疑義の解決 

（１） 本仕様書に定めのない事項については、受託者と委託者双方による協議の

上、決定する。 

（２） 契約期間中に変更が生じる場合は、受託者と委託者の双方により事前に協

議を行うものとする。 

 

１４ その他 

（１） 業務に必要な物品は、原則、受託者が準備すること。 

（２） 実施した事業の経理・事業内容に関する帳簿や記録等については、事業終

了後５年間は保管しておくこと。 

（３） 委託者が、本業務の実施状況等を照会し、調査又は報告を求めた場合は、

受託者は速やかに対応すること。 

 

１５ 問合せ先 

   〒８６１－６１９２ 

熊本県上天草市松島町合津７９１５番地１ 

   上天草市健康福祉部健康づくり推進課国保事業係 

   電話 ０９６９－２８－３３５４（直通） 

 

 

 

  



別紙 

個人情報取扱注意事項 

 

１ 基本的事項 

受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当た

っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わな

ければならない。 

 

２ 秘密の保持 

受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら

せてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

３ 収集の制限 

(１) 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、

業務の目的を明確にするとともに、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、

適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

(２) 受託者は、この契約による業務を処理するため個人情報を収集するときは、本

人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなけ

ればならない。 

 

４ 利用及び提供の制限 

受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目

的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

５ 適正管理 

受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀

損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

６ 再委託の禁止 

受託者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものと

し、第三者にその処理を提供してはならない。 

 

７ 資料等の返還等 

受託者は、この契約による業務を処理するために委託者から引き渡され、又は受

託者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ち

に委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したとき



は、その指示に従うものとする。 

 

８ 従事者への周知 

受託者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後に

おいて、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこ

と及び契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関

し必要な事項を周知するものとする。 

 

９ 実地調査 

委託者は、必要があると認めるときは、受託者がこの契約による業務の執行に当

たり取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。 

 

10 事故報告 

受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 
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